
 

天理図書館文献複写規則 

 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、「天理大学附属天理図書館利用規程」第１５条の規定に基づき、

天理大学附属天理図書館（以下、「本館」という）が利用者の求めに応じて行う文献

複写に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(複写の種類) 

第２条 特別本（天理教文献を除く）および貴重書に準じる図書館資料は、デジタルプ

リントによる複写とする。 

２ 一般図書は、原則として電子複写機による複写とする。 

３ 天理教文献のうち、貴重書に準じる扱いをするものはデジタルプリントによる複写

とし、それ以外のものは電子複写機による複写とする。 

(申請) 

第３条 特別本（天理教文献を除く）および貴重書に準じる図書館資料の複写を希望す

る者は、「特別本複写願」により申請する。 

２ 一般図書の複写を希望する者は、「文献複写申込書」により申請する。 

３ 天理教文献のうち、貴重書に準じる扱いをするものは「特別本複写願」により申請

し、それ以外のものは「文献複写申込書」により申請する。 

(文献複写料金) 

第４条 文献複写料金（通信運搬料を含む）の納入手続は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

（１）申込者が本館において文献複写物を直接受領する場合は、本館の出納責任者又は

出納担当者に納入するものとする。 

（２）申込者が郵送又は宅配により文献複写物を受領する場合は、本館が発行する請求

書に基づき、本館指定金融機関に納入するものとする。 

（３）文献複写料金は、原則として前納とする。ただし、次の各号に掲げる機関から依

頼を受けた文献複写については、後納とすることができる。 

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の大学又は高等専門学校（国立学

校を除く。）に設置された図書館及びこれに類する施設 

ロ 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校

教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施

設（国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民

法第３４条の法人が設置するものに限る。） 

ハ 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置

されたものに設置された図書館及びこれに類する施設（国若しくは地方公共団体又は



 

独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民法第３４条の法人が設置するも

のに限る。） 

ニ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 

ホ 学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）第２条に規定する学校図書館 

ヘ 国立国会図書館法（昭和２３年法律第５号）第１条に規定する国立国会図書館 

ト その他館長が特に許可した機関 

（４）文献複写料金は、別表のとおりとする。 

(規則の改廃) 

第５条 この規則の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、館長がこれを行う。 

 

附 則 

１．この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２．天理図書館文献複写規程（平成２０年４月１日制定）は、この規則の施行をもっ

て廃止する。 

附 則 

この規則は、平成２８年６月７日から施行する。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

別表１：デジタルプリント料 
    

      
サイズ 

レーザー上質紙 インクジェット光沢紙 レーザー普通紙 

白黒 カラー 白黒 カラー 白黒 

A4 

210×297 mm 
\195 \250 \340 \490 ￥160 

A3 

297×420 mm 
\235 \310 \530 \900 ￥190 

A2 

420×594 mm 
\420 \3200 \1740 \3200 なし 

A1 

594×841 mm 

\770～ 

(別途相談) 

\4,500～ 

(別途相談) 

\4,020～ 

(別途相談) 

\4,800～ 

(別途相談) 
なし 

A0 

841×1,189 mm 
なし 

\6,200～ 

(別途相談) 
なし 

\6,800～ 

(別途相談) 
なし 

別表 2：電子複写料 

サイズ 
白黒 カラー 

モノクロコピー機 カラーコピー機 カラーコピー機 

A4 

210×297 mm 
\30 \50 \100 

A3 

297×420 mm 
\30 \50 \100 

B5 

182×257 mm 
\30 \50 \100 

B4 

257×364 mm 
\30 \50 \100 


